
令
和
元
年
度

国
民
年
金
保
険
料

免
除
・
猶
予
の
申
請

　
国
民
年
金
保
険
料
の
納
付
が
困
難

な
人
を
対
象
に
保
険
料
免
除
ま
た
は

猶
予
の
申
請
を
受
け
付
け
て
い
ま
す
。

　
免
除
ま
た
は
猶
予
が
受
け
ら
れ
る

か
ど
う
か
は
、
日
本
年
金
機
構
の
審

査
を
経
て
決
定
さ
れ
ま
す
。

対
象
期
間

　

 

令
和
元
年
７
月
分
～
令
和
２
年
６

月
分

持 

印
鑑
、年
金
手
帳
、マ
イ
ナ
ン
バ
ー

が
わ
か
る
も
の
、
本
人
確
認
が
で

き
る
も
の

※ 

失
業
を
理
由
と
し
た
申
請
や
別
世

帯
の
人
が
代
理
で
申
請
す
る
場
合

は
別
途
書
類
が
必
要
で
す
。
詳
し

く
は
左
記
へ
お
問
い
合
わ
せ
く
だ

さ
い
。

申 

国
保
年
金
課
ま
た
は
日
本
年
金
機

構
草
津
年
金
事
務
所
で
申
請
。

問 

国
保
年
金
課

　
☎
・
有（
５
８
２
）１
１
２
０

　
5（
５
８
２
）１
１
３
８

　
日
本
年
金
機
構
草
津
年
金
事
務
所

　
☎（
５
６
７
）２
２
２
０

　
5（
５
６
２
）９
６
３
８

後
期
高
齢
者
医
療
制
度
の

お
知
ら
せ

●�

保
険
証
を
送
付
し
ま
す

　

 　

８
月
１
日（
木
）か
ら
使
用
で
き
る
後
期
高
齢
者
医
療　

保
険
被
保
険
者
証
を
７
月
に
簡
易
書
留
で
送
付
し
ま
す
。

● 

保
険
料
の
通
知
を
送
付
し
ま
す

　

 　

今
年
度
の
後
期
高
齢
者
医
療
保
険
の
医
療
保
険
料　

額
決
定
通
知
を
７
月
に
送
付
し
ま
す
。

　

 　

広
報
４
月
１
日
号
に
掲
載
し
た
と
お
り
、
世
代
間
の

公
平
を
図
り
、
負
担
能
力
に
応
じ
た
負
担
を
求
め
る
た

め
、
４
月
よ
り
保
険
料
の
一
部
改
正
が
行
わ
れ
て
い
ま

す
。
詳
し
く
は
決
定
通
知
書
に
同
封
の
チ
ラ
シ
を
ご
覧

く
だ
さ
い
。

●�

限
度
額
適
用
・
標
準
負
担
額
減
額
認
定
証
と
限
度
額
適
用

認
定
証
の
更
新

　

 　
医
療
機
関
の
窓
口
に
提
示
す
る
こ
と
で
支
払
額
が
限
度

額
ま
で（
非
課
税
世
帯
の
人
は
入
院
時
の
食
事
代
が
減
額
）

と
な
る
限
度
額
適
用
・
標
準
負
担
額
減
額
認
定
証
お
よ
び

限
度
額
適
用
認
定
証（
以
下
限
度
額
証
）の
更
新
手
続
き
を

行
い
ま
す
。

対 

後
期
高
齢
者
医
療
保
険
の
被
保
険
者
で
、
住
民
税
が
非
課

税
世
帯
の
人
ま
た
は
住
民
税
課
税
所
得
が
１
４
５
万
円
～

６
９
０
万
円
未
満
の
人

申 
後
期
高
齢
者
医
療
保
険
被
保
険
者
証
と
印
鑑
を
持
参
し
、

左
記
へ
申
し
込
み
。

他 

７
月
3１
日
ま
で
有
効
の
限
度
額
証
を
持
ち
、８
月
以
降
も
該
当
す
る

人
は
７
月
に
被
保
険
者
証
と
と
も
に
送
付
し
ま
す（
申
請
不
要
）。

問 

国
保
年
金
課

　
☎
・
有（
５
８
２
）１
１
２
０　
5（
５
８
２
）１
１
３
８

　
県
後
期
高
齢
者
医
療
広
域
連
合

　
☎（
５
２
２
）３
０
１
３　
5（
５
２
２
）３
０
２
３

問国保年金課　☎・有(582)1120　5(582)1138

国民健康保険被保険者証(兼高齢受給者証)を送付します

　８月１日（木）から使用できる国民健康保険被保険者証（兼高齢受給者証）を７月に簡易書留で送付します。
　７０～７４歳の人に交付する高齢受給者証について、これまでは国民健康保険被保険者証と別々でしたが今回か
ら一体化します。なお、７０歳未満の人に交付する保険証に変更はありません。

70～74歳の保険証

※１ 「兼高齢受給者証」と入ります
※２ 負担割合の発効期日が入ります
※３ 負担割合が記載されます

被保険者証

高齢受給者証

▲

７月まで

8月から

2019.7.1   No.1267　広報もりやま 14


